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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第１四半期
累計期間

第22期
第１四半期
累計期間

第21期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2020年４月１日　
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 755,173 788,941 3,062,696

経常利益又は経常損失（△） （千円） 22,678 △15,039 △559,856

四半期純利益又は

四半期（当期）純損失（△）
（千円） 15,208 △29,644 △374,663

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 279,703 279,864 279,864

発行済株式総数 （株） 6,455,100 6,457,500 6,457,500

純資産額 （千円） 3,004,499 2,565,899 2,613,052

総資産額 （千円） 8,420,416 7,556,033 7,732,592

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）

（円） 2.37 △4.66 △58.79

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 2.36 － －

１株当たり配当額 （円） － － 3.00

自己資本比率 （％） 35.5 33.8 33.6

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．第21期及び第22期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在

株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリ

スクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（継続企業の前提に関する重要事象等）

　当社は、食事宅配サービスにおいて、以前より展開しているＭＦＤ事業に加えて、前事業年度にＣＩＤ事業を開始

いたしましたが、同事業の損益分岐点の未達及び当事業年度の販売見通しに基づいた前事業年度末時点での販売不能

見込みを製品評価損として織り込んだことにより、前事業年度に多額の営業損失及び経常損失を計上いたしました。

その結果、前事業年度において長期借入金に係る財務制限条項の一部に抵触しており、当該財務制限条項に該当した

場合には期限の利益を喪失することとなりますので、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ております。

　当社は、当該状況を解消すべく、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について取引金融機関と協議し、当該権

利行使をしないことについて同金融機関の同意を得ております。

　また、これらの対応策に加えて、当第１四半期会計期間末から12ヶ月間の資金繰りについても検討いたしました。

当社は、当事業年度の事業計画において売上高の増加を見込んでおりますが、ＭＦＤ事業及びＣＩＤ事業の販売数量

について、より保守的な仮定を採用した場合の売上予測を基礎として作成した資金繰り計画を考慮した結果、当第１

四半期会計期間末から12ヶ月間の資金繰りに関して重要な懸念はないと判断しております。

　したがって、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言やま

ん延防止等重点措置が発出され、飲食店への休業要請や大規模集客施設への営業時間の短縮要請、不要不急の外出

自粛要請などを背景として個人消費の回復に悪影響を及ぼしている一方で、ワクチン接種の進展により個人消費の

持ち直しが期待されるものの、先行きは依然として不透明な状態が続いております。

　当社が属する食事宅配市場は、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化、女性の社会進出、食料品の購入や

飲食に不便を感じる高齢者を中心とする買物弱者の増加といった社会的背景や、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に伴って、宅配需要が増加しているため堅調に推移しております。

　このような状況下、当社におきましては、ＭＦＤ事業において、定期購入サービスである「栄養士おまかせ定期

便」の利用者拡大及び健康食通販カタログ『ミールタイム』及び『ミールタイム ファーマ』の紹介ネットワーク

拡大を軸に推し進め、新規・定期購入顧客数の拡大に努めました。

　ＣＩＤ事業においては、当社の埼玉工場で製造した旬や国産の食材にこだわった食事を、ＷＥＢサイトを通じて

販売するサービス『旬をすぐに』を展開し、駅構内での広告掲出やＷＥＢサイトのリニューアルにより、サービス

認知度の向上、サービス内容の改善及び新規顧客獲得に努めました。

　マーケティング事業においては、健康食通販カタログ『ミールタイム』及び『ミールタイム ファーマ』の２誌

に掲載する広告枠の販売、また、健康食通販カタログ『ミールタイム』の紹介ネットワークを活用した業務受託に

おける新規クライアントの開拓、既存クライアントからの複数案件を獲得し、順調に推移しました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は788,941千円(前年同四半期比4.5％増)、営業損失は13,309千円

(前年同四半期は営業利益25,675千円)、経常損失は15,039千円(前年同四半期は経常利益22,678千円)、四半期純損

失は29,644千円(前年同四半期は四半期純利益15,208千円)となりました。

 

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　ＭＦＤ事業

　当セグメントにおきましては、以前より実施している季節ごと商品入れ替えのみならず、糖尿病、高血圧など

食事療法を必要とされる方に向けたスイーツブランド「ミールタイムスイーツコレクション」の新商品を開発・

販売し、認知度の向上及び新規顧客の獲得に努めました。

　また、従来どおり、全国の医療機関等へ当社及びサービスの認知度の向上に向けた取り組みによる紹介ネット

ワークの拡大と深耕を通して新規顧客の獲得に努めるとともに、当社の管理栄養士・栄養士がお客様の疾病、制

限数値、嗜好に合わせて食事を選び定期購入できるサービス「栄養士おまかせ定期便」への積極的な移行を中心

として販売に注力しました。
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　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により医療機関からの新規顧客が減少したことか

ら、前年同四半期比で収益が悪化しました。

　この結果、ＭＦＤ事業における売上高は625,482千円(前年同四半期比8.0％減)、セグメント利益(営業利益)は

129,339千円(同14.3％減)となりました。

②　ＣＩＤ事業

　当セグメントにおきましては、旬や国産の食材にこだわる食事宅配の新サービス『旬をすぐに』がテレビ番組

で紹介された影響により、新規顧客数及び販売数が増加しました。また、ＷＥＢサイトのリニューアルにより、

製品の検索機能や並び替え機能を追加し、顧客が求めている製品を検索しやすくすることでサービス内容を改善

し、新規顧客の獲得及び販売数の拡大に努めました。

　しかしながら、依然として損益分岐点に達していないことから、原価率を低減できず収益が悪化しました。

　この結果、ＣＩＤ事業における売上高は62,791千円、セグメント損失(営業損失)は122,001千円(前年同四半期

は営業損失87,935千円)となりました。

③　マーケティング事業

　当セグメントにおきましては、健康食通販カタログ『ミールタイム』及び『ミールタイム　ファーマ』の２誌

による広告枠の販売、また、紹介ネットワークを活用した業務受託において複数の案件を獲得しました。

　この結果、売上高は100,666千円(前年同四半期比34.3％増)、セグメント利益(営業利益)は69,173千円(同

41.3％増)となりました。

 

　当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末より176,559千円減少し、7,556,033千円となりました。

これは主に、商品及び製品の増加72,487千円、現金及び預金の増加8,754千円があった一方、減価償却累計額の増

加119,652千円、売掛金の減少63,169千円、未収入金の減少52,217千円、原材料及び貯蔵品の減少23,606千円、未

収消費税の減少15,306千円によるものであります。

　当第１四半期会計期間末における負債は前事業年度末より129,406千円減少し、4,990,133千円となりました。こ

れは主に、預り金の増加7,041千円、未払費用の増加3,015千円があった一方、長期借入金の減少67,590千円、未払

金の減少53,408千円、賞与引当金の減少9,487千円、買掛金の減少8,452千円、未払法人税等の減少1,236千円によ

るものであります。

　当第１四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より47,152千円減少し、2,565,899千円となりました。

これは主に、新株予約権の増加1,765千円があった一方、配当金の支払い及び四半期純損失の計上による利益剰余

金の減少48,917千円によるものであります。

 

(2）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,300,000

計 25,300,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年８月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,457,500 6,457,500
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

また、単元株式数は100

株であります。

計 6,457,500 6,457,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年４月１日～

2021年６月30日
－ 6,457,500 － 279,864 － 229,864

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式
100,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,355,400 63,554 －

単元未満株式 普通株式 2,100 － －

発行済株式総数  6,457,500 － －

総株主の議決権  － 63,554 －

 

②【自己株式等】

    2021年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ファンデリー
東京都北区赤羽二丁

目51番３号
100,000 － 100,000 1.55

計 － 100,000 － 100,000 1.55

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年４月１日から2021年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 668,474 677,229

売掛金 187,692 124,522

商品及び製品 327,850 400,338

仕掛品 147 1,274

原材料及び貯蔵品 95,475 71,869

その他 436,774 389,177

貸倒引当金 △90 △64

流動資産合計 1,716,325 1,664,346

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,538,445 2,538,445

減価償却累計額 △147,279 △181,253

建物（純額） 2,391,165 2,357,191

構築物 528,839 528,839

減価償却累計額 △41,530 △51,913

構築物（純額） 487,308 476,925

機械装置及び運搬具 2,688,660 2,688,660

減価償却累計額 △233,775 △300,992

機械装置及び運搬具（純額） 2,454,884 2,387,667

工具、器具及び備品 99,136 99,136

減価償却累計額 △48,632 △56,712

工具、器具及び備品（純額） 50,504 42,424

土地 516,725 516,725

有形固定資産合計 5,900,588 5,780,935

無形固定資産 76,065 71,143

投資その他の資産 39,613 39,607

固定資産合計 6,016,267 5,891,686

資産合計 7,732,592 7,556,033
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,917 128,465

１年内返済予定の長期借入金 ※ 270,360 ※ 270,360

未払金 127,931 74,522

未払法人税等 3,426 2,190

賞与引当金 18,975 9,487

その他 29,586 40,353

流動負債合計 587,197 525,378

固定負債   

長期借入金 ※ 4,526,870 ※ 4,459,280

資産除去債務 5,472 5,474

固定負債合計 4,532,342 4,464,754

負債合計 5,119,540 4,990,133

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,864 279,864

資本剰余金 229,864 229,864

利益剰余金 2,176,501 2,127,583

自己株式 △87,143 △87,143

株主資本合計 2,599,086 2,550,168

新株予約権 13,966 15,731

純資産合計 2,613,052 2,565,899

負債純資産合計 7,732,592 7,556,033
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 755,173 788,941

売上原価 387,480 464,766

売上総利益 367,692 324,174

販売費及び一般管理費 342,017 337,483

営業利益又は営業損失（△） 25,675 △13,309

営業外収益   

受取手数料 144 171

雑収入 15 241

営業外収益合計 159 413

営業外費用   

支払利息 2,193 2,142

支払手数料 312 －

雑損失 650 －

営業外費用合計 3,155 2,142

経常利益又は経常損失（△） 22,678 △15,039

特別利益   

新株予約権戻入益 1,185 301

特別利益合計 1,185 301

特別損失   

補助金減額損 － 30,897

特別損失合計 － 30,897

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,864 △45,634

法人税等 8,655 △15,990

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,208 △29,644
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を、当

第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　これにより、販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムでのサービスの提供につい

て、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込

み等を考慮して算定した独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期会計期間の期首において、利益剰余金が201千円減少しております。また、当第１四

半期累計期間の売上高が508千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失が508千円それぞれ増加し

ております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載してお

りません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当第１四半期会計期間の四

半期財務諸表に与える影響はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

※　財務制限条項

　当第１四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限

条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。

　当社は、前事業年度においてＣＩＤ事業を開始いたしましたが、同事業の損益分岐点の未達及び当事業年度の販

売見通しに基づいた前事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより、前事業年度

に多額の営業損失及び経常損失を計上いたしました。その結果、前事業年度末において長期借入金に係る財務制限

条項の一部に抵触しております。

　当社は、当該状況を解消すべく、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について取引金融機関と協議し、当該

権利行使をしないことについて、同金融機関の同意を得ております。

 

財務制限条項は以下のとおりであります。

①　2021年３月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金

額を、2018年３月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％以上に維持すること。

②　2021年３月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続

して損失とならないようにすること。

③　2021年３月に終了する決算期以降の各年度決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円

を下回らないこと。
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④　2021年３月を初回とし、以降毎年３月、６月、９月及び12月末時点（以下、総称して「基準日」という。）に

おいて、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末ま

でに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させ

るために必要な所定の手続きを実施すること。

（計算式）

基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半

期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

減価償却費 88,019千円 124,574千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2020年４月１日　至2020年６月30日）
配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日

定時株主総会
普通株式 19,365 3.00 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

 
Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2021年４月１日　至2021年６月30日）
配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月22日

定時株主総会
普通株式 19,072 3.00 2021年３月31日 2021年６月23日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

 ＭＦＤ ＣＩＤ
マーケ
ティング

計

売上高        

外部顧客への売上高 680,233 － 74,940 755,173 755,173 － 755,173

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 680,233 － 74,940 755,173 755,173 － 755,173

セグメント利益又は損失

（△）
150,945 △87,935 48,952 111,962 111,962 △86,287 25,675

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用△86,287千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

 ＭＦＤ ＣＩＤ
マーケ
ティング

計

売上高        

外部顧客への売上高 625,482 62,791 100,666 788,941 788,941 － 788,941

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 625,482 62,791 100,666 788,941 788,941 － 788,941

セグメント利益又は損失

（△）
129,339 △122,001 69,173 76,511 76,511 △89,821 △13,309

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は全社費用△89,821千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前第２四半期会計期間より、新サービスの開始に伴う指揮命令系統及び責任を明確にすることを目的とし

た会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「ＭＦＤ事業」及び「マーケティング事業」の２区分か

ら、「ＭＦＤ事業」、「ＣＩＤ事業」及び「マーケティング事業」の３区分に変更しております。

なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

したものを開示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ファンデリー(E31574)

四半期報告書

13/17



（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当第１四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

（単位：千円）
 

 

報告セグメント

合計
ＭＦＤ ＣＩＤ

マーケ
ティング

計

一時点で移転される財又はサービス 625,482 62,791 74,299 762,573 762,573

一定の期間にわたり移転されるサービス － － 26,367 26,367 26,367

顧客との契約から生じる収益 625,482 62,791 100,666 788,941 788,941

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 625,482 62,791 100,666 788,941 788,941

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
２円37銭 △４円66銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は

四半期純損失（△）（千円）
15,208 △29,644

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は

四半期純損失（△）（千円）
15,208 △29,644

普通株式の期中平均株式数（株） 6,423,731 6,357,500

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ２円36銭 －

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 13,597 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前事業年度末から重要な変動

があったものの概要

－ －

（注）　当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年８月12日

株式会社ファンデリー

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平　井　　　清　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今　井　仁　子　　㊞

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファン

デリーの2021年４月１日から2022年３月31日までの第22期事業年度の第１四半期会計期間（2021年４月１日から2021年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファンデリーの2021年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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